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In brief 
 
中国政府は 2020 年 6 月 1 日に「海南自由貿易港建設全体方案」（以下、全体方案）を公表しました。全体

方案は、海南自由貿易港建設の大綱文書として一連の斬新な優遇税制を打ち出しています。公表から 2 年

あまりが経過した現在、中国財政部、税関総署、国家税務総局および海南省人民政府、海南省税務局等政

府機関からはこれらの優遇税制を執行するための具体的な政策、指針を公布し、実施しています。 
 
本ニュースレターでは、海南自由貿易港優遇税制の概要について解説します。 

 
In detail 
 
1． 企業所得税に関する優遇税制 

優遇税制の内容 適用要件等 

1. 2020 年 1 月 1
日から 2024 年

12 月 31 日ま

で、海南自由貿

易港にて登記

し、かつ実質的

運営を行ってい

る奨励類産業

企業に対し、

15%の企業所

得税軽減税率

を適用します

（*1）。 

奨励類産業企業 

 海南自由貿易港奨励類産業目録に規定されている産業を主要業務とし、かつ

主要業務収入が収入総額に占める割合が 60%以上であること。 

実質的運営 

 企業の実際管理機構が海南自由貿易港に設置され、かつその生産経営、人

員、経理、資産等に対し実質的な全面管理と支配を実施すること。 

本支店への適用 

① 本店および支店を海南自由貿易港に設立し、かつ適用要件を満たす場

合、海南自由貿易港に設立された本店および支店の所得に対して、15%
の企業所得税率を適用します。 

② 一方、本店を海南自由貿易港以外に設立した場合、海南自由貿易港に設

立された適用要件を満たす支店の所得のみに対して、15%の企業所得税

率を適用します。 

③ 適用要件を満たす海南自由貿易港に設立された非居住者企業の中国支

店等の所得に対しても、15%の企業所得税率を適用します。 

2. 海南自由貿易

港に設立した

旅行業、現代

サービス業およ

びハイテク産業

企業に対し、そ

の 2025 年前

の新規国外直

接投資により取

得する所得に

投資所得類型 

 新規設立した国外支店の営業利益、または持分比率 20%以上の国外子会社

から取得する新規国外直接投資に対応する配当所得であること。 

被投資国・地域 

 被投資国・地域の企業所得税法定税率が 5%を下回らないこと。 

業種 

 海南自由貿易港奨励類産業目録に規定されている旅行業、現代サービス業、
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ついて、企業所

得税を免除しま

す。 

ハイテク産業に該当すること。 

期間および投資形態 

 2020 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日までの期間における新規国外直接

投資（支店・子会社の新規設立、設立済み国外企業への増資および国外企業

株式の買収を含む）であること。 

3. 2020 年 1 月 1
日から 2024 年

12 月 31 日ま

で、一定の要件

を満たす資本

的支出につい

て、支出発生期

に一括全額損

金算入または

加速度償却等

を認めます。 

新規購入または自家建設される有形固定資産（建物、構築物を除く）、もしくは新規

購入または自社開発される無形資産であること。 

① 取得単価が 500 万元以下の場合、一括全額損金算入を認めます。 

② 取得単価が 500 万元超の場合、償却年数の短縮または加速度償却を認

めます。 

出所：「海南自由貿易港建設全体方案」、「海南自由貿易港企業所得税優遇政策に関する通達」（財税（2020）31 号）、「海南自由貿易

港企業所得税優遇政策関係問題に関する公告」（国家税務総局海南省税務局公告 2020 年 4 号） 

*1  2025 年 1 月 1 日から 2034 年 12 月 31 日までは、海南自由貿易港に登記し、かつ実質的運営を行っ

ている企業（ネガティブリストの業種を除く）に対し、15%の企業所得税率を適用します。 

 

2． 個人所得税に関する優遇税制 

優遇税制の内容 適用要件等 

1. 2020 年 1 月 1 日か

ら 2024 年 12 月 31
日まで、海南自由貿

易港において勤務す

る高度人材および不

足人材に対し、その

個人所得税負担が

15%超の部分を免

除します（*1）。 

高度人材（*2） 

① 海南省各人材管理部門が認定する人材に該当する、もしくは一納税

年度内に海南自由貿易港における収入が 30 万元以上であること。 

② 一納税年度内に海南自由貿易港において社会保険料を当年度 12
月を含む 6 カ月以上納付（中国人にのみ適用）し、かつ海南自由貿

易港に登記し実質的運営を行っている企業と 1 年以上の労働契約ま

たは雇用協議書等を締結していること。 

不足人材（*2） 

① 海南自由貿易港業種不足人材需要目録に該当する人材であること。 

② 一納税年度内に海南自由貿易港において社会保険料を当年度 12
月を含む 6 カ月以上納付（中国人にのみ適用）し、かつ海南自由貿

易港に登記し実質的運営を行っている企業と 1 年以上の労働契約ま

たは雇用協議書等を締結していること。 

対象所得 

 以下の海南自由貿易港源泉所得であること。 

① 総合所得（給与賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料） 

② 経営所得 

③ 海南省認定の人材手当所得 

出所：「海南自由貿易港建設全体方案」、「海南自由貿易港高度不足人材個人所得税政策に関する通達」（財税（2020）32 号）、「海南

自由貿易港における個人所得税優遇政策を享受する高度不足人材管理暫定弁法」（琼府（2020）41 号） 

*1  2025 年 1 月 1 日から 2034 年 12 月 31 日までは、一納税年度内に海南自由貿易港における累計居

住日数が 183 日以上の個人に対し、その海南自由貿易港源泉の総合所得および経営所得に対して、

3%、10%および 15%の累進税率を適用して個人所得税を徴収します。 
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*2  海南省人材管理部門が定期的に高度人材および不足人材リストを作成し、海南省税務部門に提出しま

す。 

 

3． 関税に関する優遇税制 

優遇税制の内容 適用要件等 

1. 2024 年 12 月 31 日

まで、輸入課税・輸

入禁止商品以外の

自家用生産設備を

輸入する場合、輸入

関税、輸入増値税お

よび消費税を免除し

ます。 

 海南自由貿易港に登記し、独立した法人格を有する企業であること。 

 インフラ建設、加工製造、研究開発設計、検測補修、物流保管、医療サー

ビス、文化旅行等の生産経営活動に供される自家用生産設備であるこ

と。 

 海南自由貿易港「ゼロ関税」自家用生産設備ネガティブリストに該当しな

いこと。 

 税関による監督管理期間は 3 年です。 

2. 2024 年 12 月 31 日

まで、交通運輸業・

旅行業に使用される

船舶、航空機、車両

等の運営用交通手

段およびヨットを輸

入する場合、輸入関

税、輸入増値税およ

び消費税を免除しま

す。 

 海南自由貿易港に登記し、独立した法人格を有し、かつ交通運輸業・旅

行業に従事する企業であること。 

 海南自由貿易港におけるゼロ関税対象交通手段およびヨットリストに該当

すること。 

 ゼロ関税対象交通手段およびヨットは、海南自由貿易港に登録し、かつ自

家用運営し、税関および関係政府部門の管理監督（船舶・航空機：8 年、

車両：6 年）を受けること。 

 ゼロ関税対象輸入航空機は、海南自由貿易港始発または経由する内外

航路に運営されること。航空機帰属企業は、海南自由貿易港を主要運営

基地とすること。 

 ゼロ関税対象輸入船舶は、毎年、海南自由貿易港始発または経由する

一定の便数を満たすこと。 

 ゼロ関税対象輸入車両の運営は、発着のいずれかが海南であること。 

 ゼロ関税対象輸入ヨットの運営範囲は海南省であること。 

3. 2024 年 12 月 31 日

まで、「両端を外に

置く」（原材料と販売

が国外に存在する）

方式で生産加工活

動を行う、またはサ

ービス貿易を行う過

程で消費される原材

料・副資材を輸入す

る場合、輸入関税、

輸入増値税および

消費税を免除しま

す。 

 海南自由貿易港に登記し、独立した法人格を有する企業であること。 

 海南自由貿易港におけるゼロ関税対象原材料・副資材リストに該当する

こと。 

 輸入するゼロ関税対象原材料・副資材は、海南自由貿易港内企業にの

み使用され、海南自由貿易港内において譲渡したり、島外に搬出したりし

ないこと。企業の破産等により譲渡や島外への搬出が必要な場合には、

批准を経て税金の納税手続き等を行うこと。 

 ゼロ関税対象原材料・副資材リストに含まれる部品は、航空機・船舶の補

修に使用されること。 

4. 2024 年 12 月 31 日

まで、海南自由貿易

港奨励類産業企業

が洋浦保税港区、海

口総合保税区およ

び海口空港総合保

税区において生産す

る輸入原材料等を

含まない商品、また

は輸入原材料等を

 海南自由貿易港奨励類産業目録に規定されている産業を主要業務とし、

かつ主要業務収入が収入総額に占める割合が 60%以上であること。 

 輸入原材料等が区内に入った後、輸入納税手続きをいまだ行っていない

こと。 

 区内加工の付加価値が 30%以上とは、洋浦保税港区、海口総合保税区

および海口空港総合保税区において、輸入原材料等を含む商品を製造

加工した後の付加価値部分が、輸入原材料等および国内仕入原材料等

の合計価値の 30%以上であること。 
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含む区内加工の付

加価値が 30%以上

の商品を中国国内

に販売する場合、輸

入関税を免除します

（輸入増値税および

輸入消費税は徴収

します）。 

 以下のいずれかに該当する商品は、加工付加価値が 30%以上であって

も、中国国内販売時に輸入関税を徴収します。 

① 輸入原材料等が輸入割当管理製品に該当する場合 

② 微小加工・処理のみを行った場合 

③ その他関係規定により輸入関税を徴収する場合 

出所：「海南自由貿易港建設全体方案」、「海南自由貿易港自家用生産設備ゼロ関税政策に関する通達」（財関税（2021）7 号）、「海南

自由貿易港交通手段およびヨットゼロ関税政策に関する通達」（財関税（2020）54 号）、「海南自由貿易港原材料・副資材ゼロ関税政

策に関する通達」（財関税（2020）42 号）、「税関の洋浦保税港区加工付加価値商品の国内販売に対する税収徴収管理暫定弁法」（署

税函（2021）131 号） 

 
The takeaway 
 
海南自由貿易港における優遇税制は、中国の他の地域性優遇税制と比較しても、その優位性が明らかで

あり、中国国内投資家および国外投資家から注目されています。一方、税務の観点から見れば、実質的運

営などの一部の適用要件の充足性は事実認定の要素を含むため、将来の税務調査において税務調査官

から厳しく審査される可能性があります。よって、当初から充足可能性について慎重に検討し、または将来

においても適用要件の充足性を継続して管理する必要があります。なお、2024 年 12 月 31 日までに、増値

税、消費税、車両購入税、都市維持建設税および教育費附加等の複数の税目を売上税として統合すること

が見込まれており、税制の簡素化も期待されています。 
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